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はじめに 

Ｃ，Ｒ，ロージャズが精神療法の基底を “人格の変容” におき、カウ

ンセリングの根幹をクライエントセンタードセラピィーに位置付けたことは

２０世紀の治療の世界で最大の革命であり発展であったと思えます。 

さらに２０世紀の後半から２１世紀と社会変動の中で心の病が身体の病

と原因や帰結が一致点を持つことが多くなってきました。 

このようなところから日本精神療法学会員のカウンセリング活動は精

神治療とともに心身症から身体的病症の治療が急増しておりむしろ分割

することは不可能となってきました。 

このような時代に、本学会は国際精神療法士（認証カウンセラー）とし

て完全治療ができるわが国唯一の人材養成活動をこの５０ヶ年余り実施

して実績も極めて顕著となっております。 

６００回（宿泊をともなう）カウンセリング・ワ－クショップ、５３００回を超え

るカウンセラー養成講座、県内外１５ヶ所の本会相談会場、３８回（３泊４

日）のサマースクール等の中で充分立証資料もできました。 

この活動理念と実績が高く評価されて特許庁より此の度資格が認承さ

れ登録証が与えられる 第５７８３０２０号 栄を得ました。 

従って 国際精神療法士（認証カウンセラー） の認定基準をもとに確

実なる実践をして参ります。 

                          理事長  松本文男 



 国際精神療法士（認証カウンセラー）になるには。 

国際精神療法士（認証カウンセラー）になるための受講資格は特に定めていませ

ん。年齢や学歴にかかわらず受講することが出来ます。国際精神療法士（認証カウ

ンセラー）として大切に考えていることは、知的なものより人間的な深さ・温かさや人

間関係を濃くする能力と感覚を大切にしています。 

 本学会の定める「国際精神療法士（認証カウンセラー）の研修基準」に基づいて学

習を進めていきます。 

３級、２級は直接取得することが出来ます。ただし、１級の場合は２級を取得してい

る方とします。 

 長野県カウンセリング研究会（全日本カウンセリング協議会併記）で取得されたカ

ウンセラー資格を保有する方は、基準に基づいて再度認定申請の手続きをしていた

だきます。 （項目４に記述）  

また、他の認定団体の資格を保有する方についても、ご本人が国際精神療法士

（認証カウンセラー）の資格認定を希望する場合は、本学会の基準に基づいて認定

申請の手続きをしていただくことが出来ます。（項目５に記述） 

 

１ 国際精神療法士（認証カウンセラー） 研修基準  

 

 級               研修・レポート 

国際精神療法士 

（認証カウンセラー）

３級  

（基礎） 

１ 研修（学科等）１ヶ年以上 

２ 研修（実践）カウンセリング・ワークショップ１０日以上 

３ 実践記録 ８，０００字以上 １ケース以上で 

「私の考えるカウンセリング」を入れてまとめる 

 

国際精神療法士 

（認証カウンセラー）

２級 

   （専門） 

１ 研修（学科等）３ヶ年以上 

２ 研修（実践）カウンセリング・ワークショップ３０日以上 

３ 実践記録 １５，０００字以上 

（１～２ケース、状況説明と逐語記録を含む） 

「私の考えるカウンセリング」を入れてまとめる 

４ 面接審査 

 

国際精神療法士 

（認証カウンセラー）

１級 

   （講師） 

１ 研修（学科等）８ヶ年以上 

２ 研修（実践）カウンセリング・ワークショップ８０日以上 

３ 実践記録 ３０，０００字以上  

（１～２ケース、状況説明と逐語記録を含む） 

4 面接審査 

 

 



２ 国際精神療法士（認証カウンセラー）の資格審査は次の通りとします。 

本学会の研修基準に定めた研修を修了し、審査申請していただきます。３級は

書類審査、２級・１級は書類審査と面接審査を行います。 

審査基準としては、治療的カウンセリングであるために、治療者によって気持ちが

完全に受け止められ、本人の変化がみられ、心身ともによみがえっていくことができ

るか否かを重視します。 

 

３ 資格認定の手続きは、次に定める通りです。 

（１）本学会「国際精神療法士（認証カウンセラー）資格基準」に基づく資格認定を受

けようとする方は、所定の申請書類に審査料を添えて本学会資格認定事務局に

提出してください。 

     本学会資格認定委員会に於いて、申請者から提出された申請書を慎重に審査

し、国際精神療法士（認証カウンセラー）にふさわしいと認めた場合本人に通知

します。 

（２）資格認定を目的として既に取得した単位については、認定申請の際に考慮いた

しますので、写しを添付してください。 

（３）認定審査料は３級２，０００円、２級３，０００円、１級５，０００円とします。 

 

（４）登録料は３級２０，０００円、２級３０，０００円、１級５０，０００円とします。 

 

（５）資格審査に合格し所定の登録をすることによって、本学会「国際精神療法士（認

証カウンセラー） 名簿」に登録され、認可された特許庁及び厚生労働省に連

絡致します。なお登録の期日は、資格審査に合格した日付とします。 

４ 長野県カウンセリング研究会（全日本カウンセリング協議会併記）で取 

得済みの資格について 

すでに取得済みの資格については、本学会の基準にもとづいて認定をします。 

   資格認定は、実践記録 １０，０００字以上の審査と、面接審査を行います。 

   申請書と取得済みの認定証の写し、実践記録と審査料５，０００円を添えて本学会

資格認定事務局に提出してください。審査終了後、資格登録申請となります。 

登録料 1０，０００円 

５ 他団体の認定資格を保有する方について 

   他団体で資格を取得した方（下記）で、国際精神療法士（認証カウンセラー）資格

の認定を希望する方については、本学会の基準にもとづいて認定をします。 

  認定カウンセラー（日本カウンセリング学会）         

  メンタルケアカウンセラー（メンタルケア学術学会）        



  健康心理士（日本健康心理学会）          

  臨床心理士（臨床心理士指定大学院）       

  産業カウンセラー（日本産業カウンセラー協会）    

この他の団体については、本学会が検討します。  

資格認定については、実践記録（必ず逐語記録を含む１５，０００字以上）の審査と

資格認定委員による面接試験を行ない、認められた方に国際精神療法士（認証カ

ウンセラー）資格を認定します。審査料５，０００円。登録料１０，０００円 

 

６ 国際精神療法士（認証カウンセラー） 研修内容について 

（１）主な学科 

・ カウンセリング概論・理論 

・ パーソナリィティ理論 

・ 人間論・人間関係論 

・ 脳科学      等 

 

（２） 主な実践 

・ ロールプレイング 

・ エンカウンターグループ 

・ カウンセリング・ワークショップ （１日 ２日 ３日 ４日）  等   

                                 

（３） 主な療法 

・ カウンセリング（クライエント・センタード・セラピー） 

・ 傾聴療法             ・ 行動療法          

・ 認知行動療法          ・ イメージ療法               

・ 論理療法             ・ フォーカシング 

・ 認知療法                       等   

 

７ 研修（学科等）を受けられる教室 

（１）本学会が認めたカウンセラー養成講座           ２０１５年９月２３日現在 

 

・ 長野会場   長野県カルチャーセンター  TEL 026-224-2233  

・ 松本会場   NHK松本文化センター    TEL 0263-35-0220 

・ 前橋会場   NHK前橋文化センター    TEL 027-221-1211 

・ 川越会場   NHK川越文化センター    TEL 049-222-2010 

・ 名古屋会場 NHK名古屋文化センター   TEL 052-952-7330  

・ 穂高会場   穂高カルチャーセンター    TEL 0263-81-5533 

  

 



（２） 本学会主催の養成講座 （平成２６年度より開始） 

カウンセリング・ワークショップの開催日に合わせ開催し各年度毎に案内します。   

平成２６年度は講座６回の内５回以上出席で一年。平成２７年度からは講座４回 

の内３回以上出席で一年とします。 欠席の講座は次年度に受講され合わせ

て４回出席で一年となります。 

８ 研修（実践）と認められるもの 

（１） 本学会主催のカウンセリング・ワークショップ 

１泊２日で２日 ２泊３日で３日 ３泊４日で４日とします。 

 

（２） こどもの心が見えますか講座・各地区のエンカウンターグループ  

５回出席で１日とします。 

 

会  場 場  所 

長野県カルチャーセンター 

こどもの心が見えますか 

長野駅ビル「MIDORI」 ５階  

長野県カルチャーセンター ＴＥＬ０２６‐２２４‐２２３３ 

NHK文化センター 

こどもの心が見えますか 

NHK松本文化センター 

ＴＥＬ０２６３‐３５‐０２２０ 

カウンセリング in須坂 須坂市中央公民館 須坂市常盤町７４７-イ 

TEL０２６‐２４５‐１５９８  

中野カウンセリングの会 中野市人権センター 中野市中央公民館東 

TEL ０２６９‐２６‐２２８７ 

カウンセリングスタディー

YUI 

群馬県前橋市総合福祉会館   

前橋市日吉町２-７-１０ 

 

        （３） 本学会主催の少年少女サマースクールのリーダー３泊４日で４日とします。 

     

   （４） 『心の談話室』での実践 

       

（５） 相談機関の相談員（本務・兼務は問わない）及び医療現場での相談実践    

                          

９ 認定事務局  

〒３８２-００００ 長野県須坂市大字小河原３７０‐８  

齊藤恵子  

Tel ０２６‐２４８‐２７７５ 

             携帯 ０９０-２７２２-３５１２      

  ２０１５年 ９月 ２３日 より施行 

 


